
車両リース 仕様書 

 

１．事業名    令和３年度 地域おこし協力隊活動車両リース事業 

２．台数     １台  

３．納車場所   原村役場 

４．納車期限   令和３年７月 31 日（市場の状況により別途打ち合わせ） 

５．リース期間  36 ヵ月（定額 36 回払い） 

６．リース形態  メンテナンスリース 

７．車両仕様   別表１のとおり 

８．リース条件 

 （１）リース料にはリース期間中に発生する次の費用を含む 

   ①車両本体及び付属品代金 

   ②登録諸費用（納車費用含む） 

   ③自動車取得税 

   ④自動車税、自動車重量税、印紙税 

   ⑤自動車賠償責任保険料 

   ⑥自動車リサイクル法に係る費用 

   ⑦法定点検費用（納車・引き取り含む） 

   ⑧車検整備費用（納車・引き取り含む） 

   ⑨オイル及びエレメント交換（メーカーの交換基準に基づき交換） 

   ⑩バッテリー交換（必要数） 

   ⑪タイヤ代金（必要数） 

   ⑫一般消耗部品交換 

   ⑬一般故障修理 

   ⑭点検整備に伴う代車の提供 

 （２）リース費用に含まないもの 

   ①任意保険、車両保険 

   ②交通事故及び第三者行為による損害の修繕費 

 （３）その他 

   ①自動車は新車を提供すること 

   ②年間推定走行距離  約１２，０００ｋｍ（月１，０００ｋｍ） 

   ③リース期間満了後の残存価格は０円とし、村に無償譲渡するものとする 

   ④車両の点検・整備は、請負者が保有または契約提携する諏訪圏域内（原村、茅野市、

諏訪市、岡谷市、富士見町、下諏訪町）の整備工場で行うものとする 

   ⑤車両の点検・整備等の日程は事前に調整を行うこと 

 

９．その他 本使用に定めのない事項で質疑を生じた場合は、双方協議のうえ決定する 

  



別表１ 

 

  

項目 仕様等 

ボディタイプ コンパクトミニバン 

台数 １台 

駆動装置 ＣＶＴ フルタイム４ＷＤ 

排気量 １．２Ｌ ＋モーター（ＨＹＢＲＩＤ） 

全長 4,000 ㎜以下 

全幅 1,700 ㎜以下 

乗車定員 ５人以上 

ドア数 ５枚 

使用燃料 無鉛レギュラーガソリン 

ボディカラー 落札時に当該車種の標準色から指定（有料色含む） 

燃料消費率 平成 27 年度燃費基準 

付属・装備品 

※標準装備に含ま

れない場合はオプ

ションとして装備

する。オプション

として装備する場

合は純正品を優先

し、純正品がない

場合は同等品以上

のものとするこ

と。 

運転席・助手席ＳＲＳエアバッグ 

フロントシートＳＲＳサイドエアバッグ 

ＳＲＳカーテンエアバッグ 

衝突被害軽減ブレーキシステム 

誤発進及び後方誤発進抑制機能 

フルオートエアコン 

全方位モニター用カメラ（フロント・サイド（左右）・バック） 

カーナビゲーションシステム（全方位モニター対応） 

ドライブレコーダー 

ＥＴＣ車載器（ビルトインタイプ、セットアップ込） 

フロアマット 

サイドバイザー 

ラゲッジマット 

三角停止表示板 

国産スタッドレスタイヤ（アルミホイール付） 

該当車種 スズキ ソリオ ＨＹＢＲＩＤ ＭＸ 

三菱 デリカＤ：２ ＨＹＢＲＩＤ ＭＺ 

その他 ・納品に際しては、必ず事前に担当課（原村役場商工観光課）と十分

に連絡調整を行うこと。 

・該当車種またはこれと同等以上の性能を有する車種とすること。 

・同等以上の性能を有する車種で入札する場合は、カタログ及び仕様

書等の参考資料を提出して、同等以上の性能を有する車種に該当する

かどうか、必ず事前に確認を受けてください。 



（物品を有償借受する場合） 

賃 貸 借 契 約 書（案） 

 

原村長 五味武雄（以下「賃借人」という。）と○○○○（以下「賃貸人」という。）は、

次の条項により、物品の賃貸借契約を締結する。 

 

（総則） 

第１条 賃借人、賃貸人両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。 

２ 賃貸人は、この契約の履行に際して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（貸借物品） 

第２条 貸借物品の品名、規格及び数量は、次のとおりとする。 

(1) 品名 自動車（乗用）  １台 

(2) 規格 別紙仕様書のとおり 

(3) 数量 36か月 

（貸借期間等） 

第３条 貸借物品の貸借期間、引渡し日及び場所は、次のとおりとする。 

(1) 貸借期間 令和３年７月31日から令和６年７月30日まで 

(2) 引渡し日及び場所 令和３年７月31日 原村役場 

（賃貸借料） 

第４条 賃貸借料は、月額○○○○円とする。 

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○○○○円） 

（契約保証金） 

第５条 賃貸人は、契約保証金（契約総額の1/10以上の額）円をこの契約締結と同時に賃借人

に支払うものとする。 

２ 賃借人は、賃貸借期間が満了したときは、速やかに契約保証金を返還するものとする。 

３ 契約保証金には、利子を付さないものとする。 

 

○契約保証金の納付を免除する場合（契約者が過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び

規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、

当該契約を確実に履行するものと認められるとき。） 

各契約書の契約保証金の規定を次のとおりとする。 

（契約保証金） 

第５条 契約保証金は、（契約総額の1/10以上の額）円とし、財務規則第124条第３号の規

定によりその納付は免除する。ただし、（受注者、賃貸人、受託者）が契約を履行しない

ときは、契約保証金に相当する金額を違約金として納付しなければならない。 

 

（引渡し及び検査） 



第６条 賃貸人は、第３条に規定された引渡し日及び場所に賃貸人の負担で搬入し、使用でき

る状態にするものとする。 

２ 賃借人は、貸借物品の引渡しを受けるときは、賃貸人の立ち会いの上でその検査を行い、

合格したときは引渡しを受けるものとする。 

３ 賃貸人は、前項の規定による検査の結果不合格となった貸借物品について、賃借人の指定

する日までに代品を引渡し、再度検査を受けなければならない。 

４ 前２項の規定による検査に直接要する費用は賃貸人の負担とする。 

（賃借人の義務） 

第７条 賃借人は、賃貸人の承認を得ないで、貸借物品を第三者に貸し付けてはならないもの

とする。 

２ 賃借人は、貸借物品を、善良な管理者の注意をもって維持保存するものとする。 

３ 賃借人は、貸借物品の全部又は一部が、滅失又はき損した場合は、直ちにその状況を賃貸

人に通知するものとする。 

（賃貸借料の支払） 

第８条 賃貸人は、算定期間を当該月の10日から翌月の９日までとし、当該月の翌月９日以

後に賃貸借料支払請求書を賃借人に提出するものとする。 

２ 賃借人は、前項の請求書を受領した日から30日以内に賃貸借料を支払うものとする。 

（返還等） 

第９条 賃貸人は、貸借物品の返還を受けるときは、賃借人の立ち会いの上でその検査を行う

ものとする。 

２ 撤去に直接要する費用は、賃貸人の負担とする。 

（賃貸物品の滅失等） 

第10条 賃借人は、貸借物品がその責に帰することができない事由により滅失又はき損したと

きは、賃貸借料の減額又は契約の解除を請求することができるものとする。 

（契約不適合責任） 

第11条 賃貸人は、貸借物品の引渡し後に直ちに発見することができない、種類又は品質に関

して契約の内容に適合しないものが発見されたときは、賃借人の指定する日までに、自らの

負担において当該貸借物品を修補し、又は代品を納入しなければならない。 

（権利義務の譲渡、承継） 

第12条 賃貸人は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させては

ならない。ただし、賃借人が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、

この限りでないものとする。 

（損害賠償） 

第13条 賃貸人は、賃借人の責に帰すべき事由により貸借物品に損害を生じたときは、賃借人

に損害賠償を請求することができるものとする。 

２ 前項の損害賠償の額は賃貸人と賃借人が協議して定めるものとする。 

（契約解除） 

第14条 賃借人は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる

ものとする。 



(1) 賃貸人が、第３条第１項に規定する期限までに貸借物品を引渡ししないとき又は引渡し

することができないと明らかに認められるとき。 

(2) 賃貸人が暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者（以

下「暴力団等」という。）に該当する旨の通報を警察当局から賃借人が受けたとき。 

(3) 前各号の場合のほか、賃貸人がこの契約に違反したとき。ただし、この違反の内容が軽

微であるときは、この限りでない。 

（談合その他の不正行為による解除） 

第14条の２ 賃借人は、賃貸人がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、

この契約を解除することができる。 

(1) 公正取引委員会が、賃貸人に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確

保に関する法律（昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。）第７条第１項の規

定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第７条の２第１項の規定による課徴

金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。 

(2) 賃貸人（賃貸人が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）が刑法（明治40年

法律第45号）第96条の６又は第198条の規定に該当し、刑が確定したとき。 

（歳出予算に計上されない場合の解除） 

第 14 条の３ 賃借人は、賃借人の歳出予算において、この契約に係る予算が計上されない

場合は、この契約を解除するものとする。 

２ 賃貸人は、前項の規定によりこの契約が解除された場合において、賃貸人に損害が生じ

たときは、賃借人にその賠償を請求することができる。 

３ 前項の賠償金は、第４条の月額賃貸借料に第３条の賃貸借期間満了日までの残余月数を

乗じた金額とする。 

（債務不履行の損害賠償） 

第15条 賃貸人は、その責に帰すべき事由により、第３条第１項に規定する引渡し日までに貸

借物品を引渡すことができないときは、当該期限の翌日から引渡した日までの日数に応じ、

賃貸借料年額に対し年２.５％の割合で計算した額の遅延損害金を賃借人に支払わなければ

ならない。 

２ 賃借人は、その責に帰すべき事由により、貸借物品を第３条第１項に定める返還日までに

返還しないときは、当該期限の翌日から返還した日までの日数に応じ、賃貸借料年額に対し

年２.５％の割合で計算した額の遅延損害金を賃貸人に支払わなければならない。 

３ 賃借人は、その責に帰すべき事由により、貸借物品を滅失又はき損したときは、代品を返

還し、又は修理その他原状回復に必要な費用を賃貸人に支払わなければならない。 

４ 賃借人は、その責に帰すべき事由により、第８条に規定する期限までに賃貸借料を支払わ

ないときは、当該期限の翌日から支払った日までの日数に応じ、賃貸借料に対し年２.５％

の割合で計算した額の遅延利息を賃貸人に支払わなければならない。 

５ 賃貸人は、第11条の場合において、賃借人に損害を与えたときは、その損害に相当する額

を損害賠償として賃借人に支払わなければならない。 

６ 賃貸人は、第14条及び第14条の2の規定により契約が解除されたときは、第５条第１項に

規定する契約保証金の額に相当する額を違約金として賃借人に支払わなければならない。 



７ 前項の場合において、第５条第１項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保

の提供が行われているときは、賃借人は当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当する

ことができるものとする。 

８ 賃貸人は、第１項又は第６項の場合において、賃借人の受けた損害が同項に規定する遅延

損害金又は違約金の額を超えるときは、その超える額についても賃借人に支払わなければな

らない。 

（賠償の予約） 

第16条 賃貸人は、第14条の２の各号のいずれかに該当するときは、賃借人が契約を解除する

か否かを問わず、契約保証金の２倍に相当する額を賠償金として賃借人の指定する期間内に

支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第14条の２第１号の場

合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第２条第９項に基づく不公正な取引方法

（昭和57年公正取引委員会告示第15号）第６項で規定する不当廉売であるとき、その他賃借

人が特に認めるときは、この限りでない。 

２ 前項の規定は、賃借人に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合に

おいては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。 

（暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出の義務） 

第17条 賃貸人は、当該契約に係る業務の遂行に当たり暴力団等から不当な要求を受けたとき

は、遅滞なく賃借人に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。 

（疑義の解決） 

第18条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、賃借人と賃貸

人が協議して定めるものとする。 

 

この契約の締結を証するため、契約書２通を作成し、賃借人と賃貸人が両者記名押印の上、

各自１通を保有するものとする。 

 

令和  年  月  日 

 

賃借人 住  所    長野県諏訪郡原村6549-1 

職・氏名    原村 原村長 五味 武雄 印 

 

賃貸人 住  所    ○○○○ 

法 人 名    ○○○○ 

代表者職・氏名 ○○○○      ○○○○ 印 

  



様式第１号(第７条関係) 

 

事後審査型一般競争入札参加申請書 

 

 年  月 日 

 (あて先)原 村 長 

住      所  

商号又は名称 

代 表 者 名                 ㊞ 

担当者名              

連絡先(電話番号)          

(Ｆ Ａ Ｘ)           

 

 下記事業に係る事後審査型一般競争入札に参加したいので、申請します。 

記 

 

1 参加を申請する事業名 

 

                                     

（  月  日原村公告第   号） 

  



 

（第   回）    入   札   書 

（見   積   書） 
 

 

年   月   日 

 

 

原村長 五味 武雄 殿 

 

 

入札人（見積人） 

住所（所在地） 

商 号 又 は 名 称 

代 表 者 職 氏 名               ㊞ 

代 理 人               ㊞ 

 

 

縦覧に供せられた契約書（案）、仕様書及び入札心得を熟覧のうえ、下記のとおり入札（見積）

します。 

 

記 

 

業  務  名  

納 入 場 所  

規 格 及 び 数 量  

入札（見積）金額  

備 考  



委  任  状 
 

 

年  月  日 

 

 

原村長       殿 

 

 

 

住所（所在地） 

 

商号又は名称 

 

代表者職氏名                 ㊞ 

 

 

 

私は、                 を代理人と定め、     年  月  日原

村において行う下記の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。 

 

 

記 

 

事業名  

納品場所  

 

 

受任者は次の印鑑を使用します。 

使 用 印 鑑 

 



様式第２号（第 14 条関係） 

 

事後審査型一般競争入札参加資格確認申請書 

 

  年  月  日  

 

（あて先）原 村 長 

 

所 在 地                

申請者 商号又は名称              

代 表 者 氏 名             ㊞ 

 

 

    年  月  日付で公告のありました下記の事業について、入札参加資格の確認を申

請します。 

 なお、本申請書及び添付書類のすべてについては、事実と相違ないことを誓約します。 

 

記 

 

 

事 業 名  

添 付 書 類 

□ 建設工事入札参加資格者名簿または建設コンサルタント等業

務入札参加資格者名簿登載者は、添付書類を免除する 

□ 暴力団排除に関する誓約書 

□ 印鑑証明書 

□ その他（                  ） 

 

担 当 者 

(連 絡 先 )  

氏 名 

電話番号  

FAX 番号  

 

 

 

  



誓 約 書 
 

 

当社（個人：私、団体：当団体）は、入札にあたり、原村の事務又は事業により暴力団を利

することとならないよう、暴力団員はもとより、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有す

る者を入札・契約から排除していることを認識し、下記の事項について誓約します。 

 

 

記 

1. 次の各号に該当しないこと。 

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第 2

号に規定する暴力団又は同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員 

(2) 長野県暴力団排除条例施行規則（平成 23 年長野県公安委員会規則第 5 号）第 2 条で規

定する暴力団関係者 

2. 契約の履行に伴い締結する契約（以下「下請契約等」という。）を締結するにあたり、前項

各号に該当する者（以下「暴力団等」という。）と契約しないこと。また、下請契約等の相手

方が暴力団等と下請契約等を締結しないよう指導するとともに、暴力団等であることが判明

したときは、その旨を発注者に報告するとともに、当該下請契約等の相手方に対しその者を

当該下請契約等から排除するよう要請すること。 

3. 原村の求めに応じ、当方の役員等（生年月日を含む）の名簿を提出すること及びこれらの

提出書類から確認できる範囲での個人情報を、警察に提供することについて同意すること。 

4. これらの事項に反した場合、契約の解除等、村が行う一切の措置について異議の申し立て

を行わないこと。 

 

 

年  月  日 

 

原村長 様 

 

 

住  所 

 

 

 

氏  名                  実印 

  



委   任   状 
 

 

年   月   日 

 

 

原村長       殿 

 

 

住所（所在地） 

 

商号又は名称 

 

代表者職氏名                  ㊞ 

 

 

私は次の者を代理人と定め、    年  月  日から    年  月  日までの間、

原村との間に行う下記の権限を委任します。 

 

受 任 者 

住所（所在地） 

 

商号又は名称 

 

職 氏 名 

及 び 使 用 印                  ㊞ 

 

 

記 

 

【委任事項】 

1. 入札及び見積に関すること。 

2. 契約の締結に関すること。 

3. 契約の履行に関すること。 

4. 代金の請求及び受領に関すること。 

5. 復代理人の選任に関すること。 

 

 



 

使 用 印 鑑 届 

 

 

 

 

使用印                  実 印 

 

 

 

 

 

 

 上記の印鑑は、入札、見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領のため

に使用したいので届けます。 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

 

 

住     所 

 

商号または名称 

 

代表者 職 氏名               
 

 

 


